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 都市域の樹林地は、周辺住民へやすらぎやうるおいを与える効果をはじめ、ヒートアイランド

の低減、レクリエーションの場、生態系保全、大気の浄化や騒音の低減等、さまざまな環境効果

をもたらしている。しかし、樹林地のもつ環境効果の多くは過小評価され、その結果樹林地の保

全や創出を難しくさせていることが多い。これは、樹林地の価値を適切に評価されてこなかった

ためと考えられる。そこで、樹林地の環境保全機能等公益的機能によってもたらされる外部経済

効果を評価する必要があると考えられる。これまでにも、公園緑地や樹林地の外部経済効果の評

価の研究が多く行われてきた。ただ、その集塊や孤立、ネットワークといった配置の違いによる

外部経済効果の評価についての研究は見られない。樹林地は総量が同じであってもその配置の違

いにより全体の外部経済効果が変わってくると考えられる。そのため、外部経済効果の観点から

樹林地の効果的な配置を評価することは今後の都市計画、緑地計画における樹林地配置の検討の

際に重要であると考えられる。また、樹林地配置をラスターGIS の個々のセルを単位とした絶対

値による詳細な評価により、他の地域との比較評価や他の時点との比較評価が可能となる。そこ

で本研究では、樹林地配置をラスターGIS の個々のセルを単位とした絶対値による詳細な評価手

法の提案を行うこと、外部経済効果の観点から望ましい樹林地配置を検討すること、 適な樹林

地の保全箇所や創出箇所とその政策について考察を行い外部経済効果に基づく樹林地配置評価

手法の有効性を検討することを目的とする。 

 樹林地をはじめとした非市場財の外部経済効果の評価の手法として、これまでヘドニック・ア

プローチのほか、代替法、トラベル・コスト法(TCM)、仮想評価法(CVM)等が挙げられ、非市場

財の外部経済効果の評価が試みられている。本研究では、これらの手法のうちヘドニック・アプ

ローチを用いた。この理由として、ヘドニック・アプローチは地点別に評価が可能であり、樹林

地の配置評価といった空間解析が容易であること、情報入手コストが少なくて済むため公示地価

等のデータがあれば他の地域等への適用が容易に行えること等が挙げられる。そして、このヘド

ニック・アプローチを用いて樹林地の配置の違いによる樹林地の効果の評価を行い、外部経済効

果の観点から樹林地の望ましい配置について考察を行った。 

 本研究では東京都 23 区を対象として分析を行った。まず、各区の緑の基本計画の収集を行い、

そこから行政が進めている緑地の配置方針についてのキーワードの抽出とその記載状況の整理

を行った。その結果、1.緑の不足地域の解消、緑のネットワークとして、2.緑の拠点、3.緑の軸、

4. 緑と水のネットワーク、の 4 項目が重視されていることがわかった。 

 次に、緑の基本計画から抽出された 4 項目について、本研究においてラスターGIS による樹林

地配置の評価手法を提案し、それに基づきヘドニック・アプローチによる外部経済効果の評価を



行った。GIS を用いた樹林地分布の分析においては多くがベクターGIS を用いられてきた。しか

しこの場合、樹林地の拠点や軸等の配置についての評価が難しい。そこで、ラスターGIS の個々

のセルを単位とした絶対値による樹林地配置の定量化手法の提案を行った。ここで個々のラスタ

ーセルを絶対値により評価することにより、他の場所や他の時点との比較評価が可能となる。そ

して、提案したこの手法をもとに、樹林地配置の違いによる外部経済効果について分析を行った。 

 その結果、住宅地から 200m から 400m までの樹林地の効果が高く、特に 300m 以内の樹林地

に対して効果が高いことがわかった。つまり概ね 200m から 400m 以内に樹林地の少ない箇所に

樹林地を創出することが外部経済効果を高めるといえる。これに基づき、樹林地の創出効果図の

作成を行った。その結果、23 区全体において水面と樹林地以外の箇所に樹林地を創出した場合

の効果は、 大 305 千円/㎡、平均 129 千円/㎡となった。これらの結果図より、樹林地を創出す

ると外部経済効果の高い地域がセルを単位として、評価することが可能であることがわかった。

次に、樹林地の拠点の外部経済効果の評価では、対数－線形型で距離減衰が 0.5、樹林地ポテン

シャルの範囲が 50m、地価評価地点から樹林地の配置を評価する樹林地ポテンシャルの範囲が

300m の場合に地価との相関が も高くなった。そして、樹林地の半径が概ね 50m から 150m で

周囲 250m から 300m の住宅地に対しての効果が高くなった。特に、半径が 50m で周囲 300m の

住宅地に対しての効果が も高くなった。つまり、樹林地の半径が概ね 50m から 150m で周囲

250m から 300m の住宅地への効果が高いため、このような関係にある樹林地が民有林の場合、

積極的に保全していくことが望ましいといえる。これに基づき、住宅地における樹林地の外部経

済効果の推定を行った。その結果、23 区全体においては、 大 250 千円/㎡、平均 4,400 円/㎡と

なった。さらに、樹林地の住宅地への外部経済効果の推定を行った。その結果、 大 388 千円/

㎡、平均 57 千円/㎡となった。このように拠点を考慮することで、樹林地の優先すべき保全箇所、

またその外部経済効果および住宅地における外部経済効果の推定が可能であることがわかり、今

後の都市計画・緑地計画に活用可能であることがわかった。次に、樹林地の拠点と拠点を結ぶ軸

の外部経済効果の評価を行った。その結果、軸については有意な結果が得られなかった。続いて、

樹林地の水面への近接性による樹林地の外部経済効果の評価を行った。その結果、水面から 100m

もしくは 150m 以内の樹林地はそれより遠い樹林地よりも外部経済効果が高くなり、統計上有意

であることがわかった。 

 そして、樹林地の創出のための評価と、樹林地の拠点の評価について各区の評価結果と、各区

における緑地政策との考察を行った。各区における緑地政策については、緑の基本計画の整理と

ともに、各区における緑地政策担当者へのヒアリングを行った。その結果、樹林地の割合からで

はわからない大きな樹林地の拠点や、小さな樹林地の拠点、もしくは孤立した樹林地の評価、ま

た樹林地の外部経済効果の評価、樹林地を創出した場合の外部経済効果の評価を行うことができ

ることがわかった。このことより、本研究が対象とした東京都 23 区だけでなく、他の地域や他

の時点における外部経済効果に基づく樹林地の配置評価への本手法の適用が有効であると考え

られる。 

 ただ、本研究における評価では、樹林地を創出した場合の外部経済効果の図について、住宅地

を樹林地に変える場合にはその住宅地への効果が含まれているため過大評価になってしまうこ

と、住宅地内の微小な緑被が抽出できておらず過大評価になっていることが課題として挙げられ



る。しかし、樹林地の創出効果図は相対的に創出が効果的な場所を把握する上で有効であること

がわかった。 

 ヒアリング結果から、民有の樹林地が相対的に多く存在する区においてはその樹林地の規模に

応じた保全策をとっていることがわかった。公園緑地の創出については、検討していても創出で

きない区も見られた。一方で、公園緑地の少ない地域に積極的に創出を進めていこうとする区も

見られた。また外部経済効果の図について、図示は現況を捉える行政にとって有効な研究とのご

意見をいただいた。また、外部経済効果による樹林地の保全・創出は考えていないという区も見

られた一方で、これらの図が今後の緑地政策に有効との回答をいただいた区もあった。これらの

ことから、外部経済効果に基づく樹林地の評価は有効であることがわかった。しかし、その評価

によって樹林地の保全や創出の政策を行うのは現状では難しい区もあることがわかった。 

 今後の課題として、本研究で用いたヘドニック・アプローチには精度の問題点が指摘されてお

り、他の手法との比較検討を行う必要があると考えられる。また、微小な緑被の評価を行う必要

があると考えられる。そして、樹林地における植生の違い、当該樹林地への一般市民がアクセス

できるかどうかの違い等について評価を行う必要があると考えられる。さらに、今後の都市計画

や緑地計画で樹林地配置の検討を行う際には、本研究による地価に基づく外部経済効果だけでな

く、生物多様性保全、水源涵養、気候緩和等の効果の評価を含めて総合的に検討を行う必要があ

ると考えられる。 

 以上、本研究において樹林地の分布の定量化の手法の提案とそれによる樹林地の配置方針に基

づく外部経済効果の評価を行った。本研究で提案した手法を用いることで、今後の都市計画、緑

地計画において、外部経済効果の観点による樹林地の望ましい保全箇所や創出箇所といった配置

への活用が可能と考えられる。 


